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パート１
2018年診療報酬改定と

入院医療

入院医療等調査評価分科会より



ネット
1.19％
マイナス

▲ 1.74％

600億円

1700億円



2018年診療報酬改定
～地域医療構想を下支え～

急性期入院医療の見直し（7対１病床見直し）

迫井正深医療課長



15万床
減少



2018年診療報酬改定





中医協診療報酬調査専門組織
入院医療等の調査・評価分科会

入院医療に関して専門的立場、技術的な視点から
課題を整理し中医協基本問題小委に報告する







2018年診療報酬改定
入院医療５つのポイントと栄養

ポイント① 7対１病床の要件見直し

ポイント② 入退院支援

ポイント③ 回復期リハ

ポイント④ 栄養サポートチーム

ポイント⑤ 褥瘡ハイリスク患者加算



ポイント①
7対１病床の要件見直し

重症度、医療・看護必要度

18





（１）重症度、医療・看護必要度



重症度、医療・看護必要度の見直し

A項目、B項目の見直し



A項目(モニタリング及び処置等） B項目（患者の状態）

（前回改定）

A項目、B項目は

正しく急性期の
患者を反映して
いるのか？

A項目2点以上かつB項目3点以上の
該当患者割合が15%以上





早期離床、早期経口摂取の
ＥＲＡＳプログラムと重症度、
医療・看護必要度とは

矛盾する

早期離床、早期経口摂取は

Ａ項目、Ｂ項目の点数を下げる



ERAS
（Enhanced Recovery After Sugery)

周術期早期回復プログラム

Henrik Kehlet外科教授（コペンハーゲン大学）





術前点滴のかわりに経口補水液



早期経口摂取（Early Feeding)



術後早期経口摂取パス導入による経口補水療法の効果

臨床栄養：120巻1号 p.42-48





国際医療福祉大学病院
外科 鈴木裕先生



C

C
C



2016年改定の
7対1への影響



1.2万床減少







7対１、10対１比較



10対１

7対１













200床の病院が、
7対１から10対1
になると1.2億円

の減収



7対１、10対１の
重症患者該当率を比較する





カットオフ値



12％ 18％ 24％

加算１加算２加算２



12％ 18％24％ 25％

10対１加算 7対１カットオフ



入院医療分科会 2017年8月24日

段階的に評価
してよいのでは
ないか？

7対1ではカットオフ値
である25％ギリギリの

病院が圧倒的だが、
10対1では正規分布に

近くなっている

7対１と10対１の

診療報酬点数
の差を考えれば
、病院としては7
対1を維持した
いと考えてしまう



中医協総会（2017年11月24日）

〇看護配置などに基づく「基本部分」と、「診
療実績に応じた段階的評価」を組み合わせ
てはどうか？

〇医療機関の選択で従来方式の重症度医
療看護必要度とDPCデータ（EF統合ファイル）

に基づく重症患者割合計算を選択性として
はどうか？



一般病棟入院基本料（7対1、10対1）の再編・統合の具体的なイメージ

急性期一般入院基本料

1332点
1357点 1377点

1387点

1591点

25％
24％

12％ 18％

一般病棟10対1
入院基本料

看護必要度加算１～３ 一般病棟
7対1

入院基本料

1332点

1561点
Ⅱ24％

中間①

1491点
Ⅱ23％
中間②

1387点
Ⅰ27％
Ⅱ22％

1377点
Ⅰ21％
Ⅱ17％

1357点
Ⅰ15％
Ⅱ12％

1591点
Ⅰ30％
Ⅱ25％
7対1

【現行】一般病棟入院基本料

【平成30年度改定】

入院料7  入院料6  入院料5  入院料4 入院料3  入院料2  入院料1

現行の
10対1
相当

実績部分

基本部分

出典：第389回中央社会保険医療協議会総会資料

Ⅰ：現行評価方法
Ⅱ：EFファイル

平均在院日数21日以内

18日
在宅復帰率80％

入院料1の届け出実績必要

重症度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いる



ポイント②
入退院支援

管理栄養士の関与を強調



２２０2018年診療報酬改定へむけて「入退院支援」の
議論が始まった（入院医療分科会6月21日）



退院支援から
入退院支援へ

！



日本医療マネジメント学会（仙台）
2017年7月7日、8日



東北大学病院の
入退院支援センター

• 東北大学病院（1225床）
– 2015年から一部の診療科で「入退院センター」の運用を
開始
• 入退院センターでは入院が決定した患者に、入院案内や情報収
集、退院阻害要因のスクリーニングを行い、必要時に病棟の多
職種に情報提供がなされる。

• 病棟では入退院センターから情報提供のあった退院阻害要因の
内容を分析し、退院支援に活用する

• 退院阻害要因は、介護力が最も多く、次いで経済状態、ADL低下
、服薬管理、退院先の選択、問題行動、その他であった

• 退院阻害要因はこのように入院前から明らかになっていて、支援
可能なものも数多い

• このため入退院センターにおける情報収集によって、早期からの
退院支援を可能になったという



中部徳洲会病院（沖縄）の
入退院サポートセンター

• 沖縄の中部徳洲会病院（331床）
– 2016年から「入退院サポートセンター」を設置し、ソー
シャルワーカーの配置を行い運用を始めた

– 入退院サポートセンターのソーシャルワーカーは看
護師とともに入院予定患者の問診を行い、退院先の
移行確認、各種制度案内を行い退院支援に関する
患者教育を行う

– 従来はソーシャルワーカーは患者が入院後に退院困
難な患者を抽出し、患者・家族面談を行っていたが、
これを入院前から行うことにより早期介入が図れるよ
うになったという。



群馬中央病院の
入退院支援センター

• JCHO群馬中央病院（333床）
– 2016年に入退院支援センターの運用を開始した。
– 体制は看護師5名、クラーク1名の専従として、予定入
院患者に対して入退院に係る薬剤部、医事課、栄養、
MSW,リハビリ、歯科と協同して患者の入退院に係る説
明を行った

– これにより患者からは「医療費のことが心配だったけど
安心した」「詳しく説明してもらってありがたい」と意見
が聞かれた

– また病棟、外来スタッフからは「書類の記入や基礎情
報が入力してあるので助かっている」など院内連携に
も役立っているとのことだ



退院支援加算

入退院支援加算

入院時支
援加算
200点



入院時支援加算（200点）

• 入退院支援加算の加算
• 自宅等からの入院に限る
• 算定要件

– 入院が決まった患者に対して・・・
• 入院中の治療、入院計画

• 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握（高
齢者総合アセスメント：CGA,Comprehensive Geriatric
Assessment)

• 褥瘡リスク評価
• 栄養アセスメント
• 退院困難な要因の有無の評価

– 入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援計画の
立案





http://healthy-food-navi.jp/navi_wp/wp-content/themes/navi/images/search/kaitei/kaitei30_1b.png


ポイント③
回復期リハビリテーション

2017年10月25日 中医協



平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等

リハビリ効果を示
す実績指数で入
院基本料にリハ
ビリ効果を示す実
績指数を導入





http://healthy-food-navi.jp/navi_wp/wp-content/themes/navi/images/search/kaitei/kaitei30_2b.png




http://healthy-food-navi.jp/navi_wp/wp-content/themes/navi/images/search/kaitei/kaitei30_3b.png


管理栄養士の配置が
望ましい要件となった

• 回復期リハビリテーション病棟入院料１

–管理栄養士がリハビリテーション実施計画等の作
成に参画すること

–当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配
置されていることが望ましい

–重点的な栄養管理が必要な患者に対する管理栄
養士による個別の栄養管理を推進する観点から、
入院栄養食事指導料を包括範囲から除外する



ポイント④
栄養サポートチーム





NSTラウンド









http://healthy-food-navi.jp/navi_wp/wp-content/themes/navi/images/search/kaitei/kaitei30_4b.png




栄養サポートチーム加算の
専従要件緩和（2018年改定）

• 医師、看護師、薬剤師、管理栄養士のいずれ
か一人は専従であること

• 診察する患者数が1日15人いない場合は、い
ずれも専任であっても差し支えない



ポイント⑤
褥瘡ハイリスク患者加算

褥瘡に関する危険因子評価に
スキン・テア（皮膚裂傷）



褥瘡に関する危険因子評価に
スキン・テア（皮膚裂傷）を加えた

• 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

–危険因子の評価：日常生活自立度

•基本的動作能力・病体骨突出・関節拘縮

•栄養状態低下・皮膚湿潤・皮膚脆弱性（浮腫）

•皮膚の脆弱性（スキン・テアの保有や既往）



http://healthy-food-navi.jp/navi_wp/wp-content/themes/navi/images/search/kaitei/kaitei30_6b.png


パート２
入院時食事療養費の見直し



入院時食事療養費の見直し①



2015年5月27日成立

http://www.medwatch.jp/wp-content/uploads/2015/02/スライド115.jpg


２０１６年改定 ２０１８年改定

http://www.medwatch.jp/wp-content/uploads/2015/02/スライド44.jpg


入院時食事療養費の見直し②

経腸栄養製品

食品と医薬品の2種類がある



医薬品（経腸栄養剤） 食品（濃厚流動食）

法規 薬事法 食品衛生法

製造の条件 医薬品製造承認の取得 なし

成分の保証 規格 自主規格

窒素源による組成分類
成分栄養剤、消化態栄養剤の一部、
半消化態栄養剤の一部

消化態栄養剤の一部、半消化態栄養剤の
一部
天然濃厚流動食

配合できるもの
日本薬局方収載医薬品、日本薬局方外医
薬品
食品添加物収載化合物

天然物、食品添加物収載化合物

直接配合できないもの ビタミンK、マンガン、銅、亜鉛

診療報酬上の取り扱い 医薬品
入院時食事療養費

（病態により特別管理加算も算定可能な場合
がある）

保険適用 あり なし

患者負担入院時 薬剤費に対する法定負担率 食事療法費の一部自己負担

患者負担
外来・在宅

薬剤費に対する法定負担率 全額負担

費用請求 薬価請求 給食費請求

医師の処方 必要 不要

個人購入 不可能 可能

管理 薬剤部 栄養部



医薬品（経腸栄養剤）食品（濃厚流動食）





入院中の経腸栄養用製品の使用

• 医薬品である経腸栄養用製品との給付額の均衡を図る観点
から、例えば食品である経腸栄養用製品のみを使用して栄養
管理を行っている場合の入院時食事療養費等の額について、
一定の見直しをする

• あわせて、特別食加算を算定できる取扱いについても見直す

• 今後食品である経腸栄養用製品の市場実勢価格を把握する
仕組みを導入し、入院時食事療養費等の額について市場実勢
価格に応じた設定とする仕組みとする。

• 今後の課題として、入院時食事療養費の額について、実際の
コスト等を把握した上で、適切な水準を設定する。



給付見直し
で40億円の
節減？





入院医療分科会で実態調査を実施
（2017年）

経腸栄養用製品に係る給付の
適正化の病院の給食部門に与える

影響は？





パート３
2018年診療報酬改定と外来医療





Dietary Approaches to Stop Hypertension











生活習慣病管理料の
療養計画に目標管理を！

Manegemet by Objective(MBO)



パート４
2018年介護報酬改定と

介護医療院

社会保障審議会・介護給付費分科会（2017年4月26日）PTXX-170623-001



2015年介護報酬改定

PTXX-170623-001



PTXX-170623-001
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0.5％



療養病床の在り方等に関する検討会

2015年7月10月
医政局、老健局、保険局合同開催

療養病床問題と介護医療院





日本の増床三つのピーク

オイルショック

バブル

特例許可病床
（老人病床）



2011年度末で廃止



2017年度末



2017年度末までに廃止

14万床



介護療養病床
の医療法人型
特養転換は？

介護療養病床
の老健転換は
むりすじ

介護療養病床
はナーシング
ホームに



有料老人ホーム、看多機能

新類型



介護医療院
（仮称）





介護医療院のポイント

• 【移行定着支援加算】98単位/日
– 介護医療院の療養環境や医療必要度に応じて加算
のメリハリをつける

– ただし最初の3年の中で、転換後１年のみ。

• 3年目からは、一般病床からの転換や新設も認
める？ただし、介護施設の総量規制の中

• 療養病床２の1への一本化で、療養病床2から介
護医療院への転換を促す

• 従来の介護療養病床の基本報酬は適正化？
• 介護医療院が老健、特養に与えるインパクト大



介護医療院７～８万床！

• 現在約6万床ある介護
療養病床から4万くらい
、25対1医療療養病床

の半分くらいが移行し、
全体として7～8万床くら

いになると想定してい
る。

• 介護医療院協会を
2018年4月に設立 日本慢性医療協会会長

武久洋三氏（ 2017年6月22日）



パート５
地域包括ケアシステムと

栄養・食事



地域包括ケアシステムとは

介護が必要になっても、住み慣れた地
域で、その人らしい自立した生活を送
ることができるよう、医療、介護、予防、
生活支援、住まいを包括的かつ継続
的に提供するシステム

121

地域で医療・介護・生活支援
のパッケージを届ける



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

２０２５年の地域包括ケアシステム
の姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、重度な要
介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようになります。

○ 認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高
齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域

の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

認知症の人

平成２５年 地域包括ケアシステム

122人口1万人、中学校区、駆け付け30分圏域



地域包括ケアシステムと
栄養ケアマネジメント

• 地域包括ケアシステムにおける栄養ケアマネ
ジメントの必要性

–食生活および栄養障害の改善、疾病の再発予防
や疾病予防ができ、地域住民が住みなれたとこ
ろでその人らしい生活を送ることができること

–地域包括ケアシステムに栄養ケアマネジメントを
組み込むことが必要

–食と栄養が健康の基盤
地域包括ケアシステム
から「栄養」がすっぽり
抜けている！？



東京都昭島市

















まず現場を見ること

栄養アセスメントを
行うこと



PDCAサイクル
を回す









地域包括ケアシステムに栄養士と
栄養ケア・ステーションを加えよう！

栄養士



2018年介護報酬改定
栄養改善加算の要件緩和等



栄養ケア・ステーション

栄養ケア・ステーションは、地域住民のための食生活支援活動の拠点
都道府県栄養士会が運営し、地域の特性に応じた様々な事業を展開

地域包括ケアにお
ける栄養ケアステ
ーション活動に期
待が高まっている



まとめと提言

・2018年診療報酬改定で入院基本料が大きく見直され

・回復期リハ病棟への管理栄養士の配置が望ましい

・入院時食事栄養料の見直しも行われた

• 2018年介護報酬改定で介護医療院が創設された

• 地域の栄養ケアステーションを普及させよう！

・



医療と介護のクロスロード
to 2025

• 2月20日緊急出版！
• 2018年同時改定の「十字
路」から2025年へと続く「道
」を示す！

• 医学通信社から

2018年2月出版予定

本体価格 1,500円＋税



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
mutoma@iuhw.ac.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェースブッ
クで「お友達
募集」をして
います

PTXX-170623-001

http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

